
有効期限：2026年7月31日（金）

大人通常入館料

平日980円/土日祝1,180円
（ポイント会員）平日880円/土日祝1,080円

スタッフ募集中！
●仕事内容/厨房・清掃
●時間/シフト制
　お気軽に相談可◎
●時給/一般：1,200円~
高校生：1,150円~
＊未経験者歓迎！
＊お気軽にお電話下さい
■契約期間の定めあり
（2026年4月1日～2027年3月31日）
■契約更新あり
（契約期間満了時の業務量、
勤務成績により判断）

募集・手続

ときがわ町
総 合 振 興 計 画 審 議 会
委員を募集します
町では、令和 9 年度を始期とする第三次と町では、令和 9 年度を始期とする第三次と
きがわ町総合振興計画策定に向けて、審議会きがわ町総合振興計画策定に向けて、審議会
を設置します。この審議会は、計画策定に際を設置します。この審議会は、計画策定に際
し重要となる事項について、町長の求めに応し重要となる事項について、町長の求めに応
じ調査及び検討するものです。じ調査及び検討するものです。
※�なお、今回委嘱する委員の皆さまには、「まち・※�なお、今回委嘱する委員の皆さまには、「まち・

ひと・しごと創生総合戦略」審議会委員を兼務すひと・しごと創生総合戦略」審議会委員を兼務す
ることとなります。ることとなります。

総合振興計画とは

町の最上位にあたる計画で、総合的で計町の最上位にあたる計画で、総合的で計
画的な行政運営を図るための指針となり画的な行政運営を図るための指針となり
ます。令和 8 年度に第二次計画の後期基ます。令和 8 年度に第二次計画の後期基
本計画５年が経過するため、令和 9 年度本計画５年が経過するため、令和 9 年度
からの第三次ときがわ町総合振興計画をからの第三次ときがわ町総合振興計画を
策定します。策定します。

 具体的な作業内容
町が開催する審議会に出席し、生活、福祉、町が開催する審議会に出席し、生活、福祉、
教育、産業など多岐にわたる項目について意教育、産業など多岐にわたる項目について意
見を述べていただきます。見を述べていただきます。
人数    2 名 2 名（応募多数の場合は抽選にて決定）（応募多数の場合は抽選にて決定）
締切    5 月 20 日㈬必着 5 月 20 日㈬必着（消印有効）（消印有効）

資格    次の要件を満たす方 次の要件を満たす方
　　　 ○町内在住の 18 歳以上の方　　　 ○町内在住の 18 歳以上の方
　　　 ○�平日昼間の会議　　　 ○�平日昼間の会議（6 月～２月までに 4（6 月～２月までに 4

回程度予定）回程度予定）に出席できる方に出席できる方
　　　 ○�行政関係、各種審議会等委員でな　　　 ○�行政関係、各種審議会等委員でな

い方い方
任期    �委嘱の日から計画に係る審議が終了 �委嘱の日から計画に係る審議が終了

するまでするまで
報酬    条例に規定する額を支給 条例に規定する額を支給
応募    �					    　 �					    　

○ Logo フォームにより応募○ Logo フォームにより応募

				   				  

　　　 ○持参　申込書の設置場所　　　 ○持参　申込書の設置場所
　　　 ○郵送　�〒 355-0395　　　 ○郵送　�〒 355-0395
　　 　　　　　ときがわ町玉川 2490 番地　　 　　　　　ときがわ町玉川 2490 番地
　　　　　　 　役場政策財政課あて　　　　　　 　役場政策財政課あて

　　    　　    問  政策財政課 ☎ 65-0404 政策財政課 ☎ 65-0404		 		

			  			 

火曜日の窓口サービスについて火曜日の窓口サービスについて
毎週火曜日（休日除く）は 19 時まで一部の窓口サービスを時間延長しています。毎週火曜日（休日除く）は 19 時まで一部の窓口サービスを時間延長しています。
対象は町民健康課・福祉課・税務会計課（町役場本庁舎 1 階）です。対象は町民健康課・福祉課・税務会計課（町役場本庁舎 1 階）です。

上記以外の業務は実施していませんのでご注意ください。上記以外の業務は実施していませんのでご注意ください。

お知らせ

寄付寄付をいただきました！をいただきました！
・�埼玉県川越市所在のＮＰＯ法人小江戸大江・�埼玉県川越市所在のＮＰＯ法人小江戸大江

戸トレニックワールド様から、ハイキング戸トレニックワールド様から、ハイキング
道路の整備等に係る費用として、30 万円道路の整備等に係る費用として、30 万円
の寄付をいただきました。の寄付をいただきました。

・�小川町所在の小川ロータリークラブ様から、・�小川町所在の小川ロータリークラブ様から、
教育・図書購入費に係る費用として、3 万教育・図書購入費に係る費用として、3 万
円の寄付をいただきました。円の寄付をいただきました。

大切に使わせていただきます。心より御礼を大切に使わせていただきます。心より御礼を
申し上げます。申し上げます。

問  � �政策財政課 政策財政課 ☎☎ 6565--04040404

戸籍に記載されるフリガナ
の 確 認 を お 願 い し ま す！
本籍地から送付されたはがきもしくはマイ本籍地から送付されたはがきもしくはマイ
ナポータルに記載されているフリガナを確ナポータルに記載されているフリガナを確
認いただき、認いただき、誤っている場合は、5 月 25 日誤っている場合は、5 月 25 日
㈪までに正しいフリガナの届出をしてくだ㈪までに正しいフリガナの届出をしてくだ
さい。さい。

〇フリガナが誤っていた場合の届出方法〇フリガナが誤っていた場合の届出方法
・�マイナポータルからオンライ・�マイナポータルからオンライ

ンで届出ンで届出（署名用電子証明（署名用電子証明
書及び暗証番号が必要です）書及び暗証番号が必要です）

・役場窓口にて書面で届出・役場窓口にて書面で届出
・郵送で本籍地に届出・郵送で本籍地に届出
具体的な必要書類等はお問い合わせください。具体的な必要書類等はお問い合わせください。

問  � �町民健康課 町民健康課 ☎☎ 6565--08120812

お知らせ

お知らせ

個別がん検診を実施します
①①個別胃がん検診（胃内視鏡検査） 【50歳以上】個別胃がん検診（胃内視鏡検査） 【50歳以上】
②個別乳がん検診 　　【40 歳以上女性】②個別乳がん検診 　　【40 歳以上女性】
③個別子宮頸がん検診【20 歳以上女性】③個別子宮頸がん検診【20 歳以上女性】
※�がん検診は年に１回です。集団がん検診と※�がん検診は年に１回です。集団がん検診と

の併用はできませんのでご注意下さい。の併用はできませんのでご注意下さい。

受診方法
①②については、保健センターへお申込みく①②については、保健センターへお申込みく
ださい。必要書類を送付します。ださい。必要書類を送付します。
③は実施医療機関へ直接お申込みください。③は実施医療機関へ直接お申込みください。

問   保健センター保健センター ☎ 6565--10101010

☜詳しくはこちら☜詳しくはこちら
　（町ホームページ）　（町ホームページ）

マイナポータル

・住民票の写しの交付・住民票の写しの交付
・印鑑登録・印鑑登録
・印鑑証明の発行・印鑑証明の発行
・戸籍謄本、抄本の交付 ・戸籍謄本、抄本の交付 
・マイナンバーカードの交付、更新等・マイナンバーカードの交付、更新等
・国民年金手帳の再交付申請受付・国民年金手帳の再交付申請受付
・�国民年金保険料免除申請・学生納付特例申・�国民年金保険料免除申請・学生納付特例申

請の受付請の受付
・国民健康保険加入・脱退の届出・国民健康保険加入・脱退の届出
・国民健康保険資格確認書等の交付・国民健康保険資格確認書等の交付
・後期高齢者医療保険料の収納・後期高齢者医療保険料の収納

町民健康課

・�個人住民税に関する住民税決定証明書、所得証明書及び非課税証明書の発行・�個人住民税に関する住民税決定証明書、所得証明書及び非課税証明書の発行
・�固定資産税に関する評価証明書、課税台帳記載事項証明書、公租公課証明書、資産証明書及び所・�固定資産税に関する評価証明書、課税台帳記載事項証明書、公租公課証明書、資産証明書及び所

有証明書の発行有証明書の発行
・公図の閲覧及び写しの交付・公図の閲覧及び写しの交付
・�納税証明書の発行（来客指定様式の場合を除く。） 住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康・�納税証明書の発行（来客指定様式の場合を除く。） 住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康

保険税保険税
・町税、国民健康保険税の収納・町税、国民健康保険税の収納

税務会計課

・�生活保護法による保護変更申請書 ( 傷病届 )・�生活保護法による保護変更申請書 ( 傷病届 )
の受理及び連絡書の交付の受理及び連絡書の交付

・�重度心身障害者医療費支給請求書の配布、・�重度心身障害者医療費支給請求書の配布、
受理受理

・こども医療費支給申請書の配布、受理・こども医療費支給申請書の配布、受理
・�ひとり親家庭等の医療費支給申請書の配布、・�ひとり親家庭等の医療費支給申請書の配布、

受理受理
・月イチ食堂の食事券申請の配布、受理・月イチ食堂の食事券申請の配布、受理
・保育料の収納・保育料の収納
・介護保険料の収納 ・介護保険料の収納 

福祉課

以下いずれかの方法で応募ください。以下いずれかの方法で応募ください。

政策財政課政策財政課（本庁舎２階）（本庁舎２階）まま
たは商工観光課たは商工観光課（第二庁舎）（第二庁舎）
に設置している申込書に設置している申込書（町HP（町HP
からもダウンロード可）からもダウンロード可）に 記 入に 記 入
のうえ、持参または郵送にのうえ、持参または郵送に
より提出ください。より提出ください。

https://logoform.jp/form/kYxQ/1520865https://logoform.jp/form/kYxQ/1520865		
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